各務原市ボランタリーハウス事業バス借上げ助成事業　概要

（いきいきバスツアー推進事業）

１　事業の目的

地域に住む高齢者、障がい者、子育て中の親、ひとり親家庭の子供や親等（以下「高齢者等」という）とボランティアとが協働で企画、運営を行う楽しい仲間づくりの活動の場であるボランタリーハウス事業（以下「事業」という。）において日帰り旅行（以下「旅行」という）を実施するためにバスの借上げを行う際の費用の一部又は全部を予算の範囲内において助成することにより、高齢者等の福祉に寄与することを目的とします。

２　対象団体
各務原市社会福祉協議会（以下「市社会福祉協議会」という。）に登録した、ボランタリーハウス（以下「団体」という。）が対象です。

３　助成の条件
（１）参加人数（下記のいずれにも該当する場合に限ります）

ア　バスの乗車人数が１０人以上であること

イ　半数以上がハウスの利用者（ボランティアを除く）であること

※旅行当日、参加者が病気や急用などの理由により、上記のア、イに該当しなくなった場合は対象外となりますのでご注意ください

（２）バス借上げ（下記のいずれにも該当する場合に限ります）

ア　道路運送業の許可を有するバス会社等（以下「事業者」という。）のバスを借上げること

イ　バス借上げ期間が１日であること

（３）その他

１つのハウスごとに年１回を限度で助成します。

４　助成金額　
バス借上げ費用（ガイド料、有料道路通行料、駐車料等は除く）に要した額と次の限度額のいずれか少ない額が助成金額です。
乗車人員２０人（運転手を除く）以下…５０，０００円（限度額）

乗車人員２１人（運転手を除く）以上…７０，０００円（限度額）

※バスを２台以上借り上げた場合は、旅行参加合計人数により助成金額を決定します。

５　申請方法
旅行日の前日から起算して１０日前まで（１０日前が土、日曜日又は祝日等の場合はその前日まで）に次の（１）～（４）の書類を市社会福祉協議会へ提出してください。受付は先着順で行います。

（１）ボランタリーハウス事業バス借上げ助成申請書（様式第１号）

（２）事業計画書（様式第２号）

（３）乗員名簿（様式第３号）　運転手を除く参加者を記入してください。

（４）バス借上げ料見積書の写し

事業者が発行し、その事業者の会社印などが押印されているもの（コピー）が必要です。
また、あて先が（１）のボランタリーハウス事業バス借上げ助成申請書（様式第１号）のボランタリーハウス名と同じであることが必要です。

旅行する年月日、見積額（バス借上料及び消費税、通行料、ガイド料、保険料、食事代など、個々の内容がわかるもの）が書かれていることを確認してください。
※旅行を行った後での申請は受け付けません。必ず、事前に申請してください。

※年末など閉庁日が長期間ある場合は、旅行日の前日から起算して２０日前まで申請してください。
※期限までに書類が届かない場合には、助成できない場合があります。
※提出は郵送（期限日に必着のこと）または持参によるものとします。

６　市社会福祉協議会での受付
（１）申請
申請は、団体代表者、または委任を受けた者が行ってください。
（２）電話・FAXなどでの予約受付は行いません
申請書の受取・確認をもって受付とします。また、申請書などに不足や誤りなどがある場合は受付できません。
７　利用団体の決定・通知

申請書等を審査のうえ、助成金の可否を決定し、ボランタリーハウス事業バス借上げ助成金支給・不支給決定通知書により通知します。

※審査の際、不明な点を問い合わせたり、追加書類の提出を求めたりする場合があります。

８　申請の変更・取消し

旅行を取りやめる場合や、計画を変更する場合は、速やかに市社会福祉協議会に電話連絡をしてください。その後、次の（１）～（３）の書類を提出してください。

（１）ボランタリーハウス事業バス借上げ計画変更承認申請書（様式第５号）

（２）変更事業計画書（様式第２号）

（３）変更又は取消しの内容を確認するために必要な書類

※旅行当日、急に参加者等に変更があるなど、やむをえず事前に変更申請ができない場合は旅行後、速やかに市社会福祉協議会へご報告をお願いします。

９　旅行終了後にしていただくこと
（１）事業者へのバス旅行費用を支払う
バス借上費用を含めた全ての経費を事業者にお支払いください。市の助成金は、実施状況確認後、実施団体の請求に基づき、指定の金融機関の口座へ振り込みます。
（２）旅行日の翌日から起算して３０日以内（３０日目が土、日曜日又は祝日等の場合はその前日までに、また、旅行日が３月１０日から３月３１日までの場合は４月１０日まで）に、次の（ア）～（エ）の書類を市社会福祉協議会へ提出する

（ア）ボランタリーハウス事業バス借上げ実績報告書（様式第６号）

（イ）事業実績書兼収支決算書（様式第７号）

（ウ）事業者が発行したバス借上げに係る請求書及び領収書の写し

バス事業者等が発行し、その事業者の会社印などが押印されているもの（コピー）が必要です。また、あて先が（１）のボランタリーハウス事業バス借上げ助成申請書（様式第１号）のボランタリーハウス名と同じであることが必要です。

（エ）ボランタリーハウス事業バス借上げ助成金支給請求書（様式第８号）

１０　その他
（１）保険への加入
万一事故等が発生した場合、市社会福祉協議会へ事故報告をしてください。乗員名簿（様式第３号）記載されている方については、社会福祉協議会の総合補償保険の範囲内で補償されます。ただし、その補償を超える責任は負いませんので、できるだけ旅行保険に加入されるなどの対策を講じておかれることをお勧めします。
（２）事業者へのキャンセル料等は対象外です。

（３）要綱の規定に違反したとき、助成金を助成目的以外に使用したとき及び助成金の請求に関し不正行為があったとき等は支給した助成金の一部又は全部の返還を求めることがありますので注意してください。

(４)　助成の終了
この助成事業は予算の範囲内で行いますので、予算がなくなった時点で終了となります。このため、申請されても助成が受けられないケースもありますので、あらかじめご了承ください。
（５）その他、不明な点がありましたら下記へお問い合わせください。








＜お問い合わせ＞


各務原市社会福祉協議会または各務原市健康福祉部高齢福祉課





各務原市社会福祉協議会（事業受託）


〒５０４－０９１２　各務原市那加桜町２－１６３（各務原市総合福祉会館　２階）�TEL　０５８－３８３－７６１０





各務原市健康福祉部高齢福祉課


〒５０４－８５５５ 各務原市那加桜町１－６９　（各務原市役所　２階）


TEL ０５８－３８３－１７７９











